
月岡中学校 自転車規定 

 

第１章 自転車通学生 

１ 自転車通学生とは登下校に自転車を使用することを許可された生徒のことである。 

２ 自転車通学は、次の条件を満たすとき許可される。 

（１）学校を中心とした半径１km の円の外側に住所があること。 

（２）自転車通学許可願いを提出し、認められること。 

（３）保護者が自転車通学届を提出すること。 

（４）通学路を明記した「私の通学路」を提出すること。 

３ 自転車通学生は次のものを準備する。 

（１）規定に沿った自転車（高価なものは避ける） 

（２）規定に沿ったヘルメット 

（３）規定に沿ったレインコート 

４ 自転車通学生は自転車通学を許可されたあと、速やかに自転車点検を受ける。自転車点検で安

全性を確認する前は自転車に乗って通学することは認められない。 

５ 自転車通学生は次のことを厳守する。 

（１）道路交通法を守り、道路上の許可された場所を走行する。 

（２）日暮れ、日没後は無灯火で運転しない。 

（３）並進しない。 

（４）原則、左側通行を行う。 

（５）ヘルメットを正しく着用する。（顎紐をしめて頭部からずれないようにし、頭部全体を覆う） 

（６）二人乗りや危険な運転をしない。 

（７）傘をさしての運転はしない。 

（８）斜め横断はしない。 

（９）指定された通学路を通行し、指定された駐輪場所に整然と駐輪する。 

 

第２章 自転車 

１ 自転車通学用の自転車は次の条件を満たさなければならない。 

（１）道路交通法及び内閣府令に定める「普通自転車」やその規格から大きく外れないもの。 

「普通自転車」とは長さ 190cm、幅 60cm を超えないものを指す。通称シティサイクル 

なお、競技等に使用されるようなロードレーサーやマウンテンバイクはこれに含めない。 

理由：「普通自転車」は、やむを得ない場合、歩行者に注意し、徐行することを条件に歩道

を走行することが認められているが、それ以外は認められていないため。 

（２）使用者の体の大きさに合う（サドルにまたがって両足が地面に着く大きさ）ものであること。 

（３）以下の装備品を装備すること。 

① 荷籠か、後ろキャリアー（荷物を載せる場合は走行中落下しない様にロープで固定できる

ようにする）、またはその両方 

理由：通学に必要な荷物はバックパック様のものだけに収まらないことも多分に考えられ

るため。 

② 後輪の上部を覆う泥よけ 

理由：自転車番号ステッカーを貼り、駐輪時に持ち主の判別を容易にするため。 



③ ギアホイール及びチェーンを覆うチェーンケース。 

理由：走行時にスラックスまたはスカートが絡まり、事故を起こす可能性を下げるため。 

④ ロックチェーンまたは車輪を固定するカギ 

⑤ ベル 

⑥ ヘッドランプ 

⑦ リフレックスリフレクターまたは反射材を後部泥よけに設置する。 

⑧ 学校指定の自転車番号ステッカーを後部泥よけに貼る。 

２ 自転車通学用の自転車は次の仕様のものが望ましい。（任意事項） 

（１）両立スタンド（後輪が浮き上がるもの）。 

（２）防犯登録がされているもの。 

（３）JIS 規格のものや SG マークが付いている製品。 

３ 自転車通学用の自転車は次のものは認められない。 

（１）１の条件を満たさないもの。 

（２）ハンドルを改造している（ドロップハンドルやアップハンドルなど）もの。 

（３）自転車点検で不備が見つかり、整備されていないもの。 

（４）その他、安全に通学できないと認められるもの。 

 

第３章 ヘルメット 

１ 自転車通学をするときは必ずヘルメットを着用する。 

２ ヘルメットは頭の大きさに合ったサイズで、顎紐をかけると頭部からずれないものを着用しな

ければならない。 

３ 色やデザインは自由とするが、反射部分や反射材を付けることが望ましい。 

 

第４章 レインコート 

１ 自転車で通学する場合、通学時はいつもレインコートを携行する。 

２ レインコートは次の条件を満たさなければならない。 

（１）背負ったバックパックを覆うタイプのものであること。 

（２）反射材が付いていること。 

（３）走行中にギアホイールやチェーンに引っかからない長さのもの。 

３ レインコートはセパレートタイプが望ましい。 

 

第５章 自転車通学の禁止 

１ 次のとき、自転車通学は一定期間禁止となる。 

（１）降雪時、積雪時、路面凍結時 

（２）第１章５のルールに違反し、何度も指導を受けたが改善がみられないとき 

 

 

 

 

 

 

 



通学用自転車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウンテンバイク（使用できません） 

 

ロードレーサー・ロードバイク（使用できません） 

 

改造ハンドル（使用できません） 

 

普通自転車（シティサイクル） 

後輪泥よけに自転車番

号ステッカーを貼る 

また、リフレクターを

付けるか反射材を貼る 

カゴか後ろキャリアー

がついている 

ヘッドランプがついている 

ベルがついている 

カギまたはロック

チェーンをつける 

ギアホイール及びチェーンを覆う

チェーンケースのあるもの 

 

両足スタンド推奨 

〈使用できないもの〉 

〈使用できるもの〉 


